
　私は就労することを希望しているため、求職活動を理由に保育所の入所を申し込みます。

　保育所入所後は、3ヵ月以内に就労し、就労証明書を提出します。

　保育期間終了日までに就労証明書を提出できない場合は、保育所入所を解除（退所）されることに

異議ありません。

※短時間認定から標準時間認定（月120時間以上の勤務の場合）の変更については、20日までに

就労証明書をご提出ください。翌月より変更いたします。

※ハローワーク等に登録がある方は、登録証の写しを添付してください。

令和    　 　年　 　月　 　日

　太子町長　　殿
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